
 1 

 

 

 

 

１．本試験の合格レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．26 年度本試験の特色と対策 

《総論》 

① 基本知識の暗記だけでは対応できない事例式等の問題が出題されている。 

 

 

 

 

 

② 選択式 労基法で長文の問題が出題されている。 

 

③ 択一式の出題形式が多様化した。 

 ・通常の問題 《57 問》 

 ・組み合わせ問題 《９問》 

 ・個数問題（新しい形式）《４問 労働のみ》 

                                        

対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎的知識で解けるもの（◎）              

    （見たことがある問題）                                                                        

    

        基本的知識から推論・読解力でとける問題（△）                                            

    応用問題 

   難問（細かい知識）（●） 

平成 26 年択一式 TAC 分析による ◎ 42 問 △ 24 問 ● 4 問 

平成 26 年選択式    〃    ◎ 33 問  △  6 問 ● 1 問 

                   

１．基本条文に関する知識定着 

（立法趣旨、意義・要件・効果の記憶） 

２．読解力を高める 

３．推論力を高める 

 

    インプットとアウトプットのバランスが重要 

受験経験者のための戦略的学習法 

          

 

・断片的な知識では対応不可能 

・文章の読解力、問題対応処理能力及び法的思考力が必要 
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《各論》（平成 26 年度択一式問題を例にして） 

（１）基本的知識+読解力+問題対応能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）知識の複合的活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例題１（択一 雇用 問１Ｅ） 

 被保険者が平成 26 年４月１日に就職し、同年 9 月 25 日に離職したとき、同年４月

１日から４月 25 日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が 11 日以上あれば、被

保険者期間は６か月となる。（×正解肢） 

 

《ベースとなる知識》 

 ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日ま

での日数が 15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日

数が 11日以上であるときは、当該期間を２分の１箇月の被保険者期間として計算する。

（法 14 条 1 項ただし書） 

例題２（択一 常識 問６Ｃ） 

 経営コンサルタント業をしているＡ社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士の

Ｂ氏が、Ａ社が受注したＣ社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを

行い、その報酬をＡ社から受けた場合、Ａ社（元請け）と開業社会保険労務士のＢ氏（下

請け）間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士Ｂ

氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。（×） 

 

《ベースとなる知識》 

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でないものは、他人の求めに応じ報酬を得

て、第２条第１項第１号から第２号までに掲げる事務を業として行ってはならない。た

だし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、

この限りではない。（法 27 条） 

 社会保険労務士は、第 26 条（名称の使用制限）又は第 27条（業務の制限）の規定に

違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはな

らない。（法 23条の２） 

 

例題（択一 厚年問５E） 

 昭和 24年４月２日生まれの在職老齢年金を受給している妻が 65歳に達した時点で、

厚生年金保険の被保険者期間（第４種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間で

ない。）が 35 歳に達した日の属する月以後のみで 18 年となった場合、加給年金額の対

象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることになる。（○正解肢） 

 

《ベースとなる知識》 

・加給年金額の要件 

・中高齢の特例 
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３．受験経験者の学習法（具体例） 

・点の知識を線の知識にする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学習方法（初学者との相違点）《上級本科カリキュラムをベースに》 

① スタート時点から応用力強化＋演習  

              

 

                       

                       

  

                                            

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題処理能力の

強化 

・ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 

・正答率を高める 

・正解すべき問題

の選別 

 

 

 

 

 

       ＋ 

 

 

 

       

            

  

 

 

 

＋  

基本事項の確認・定着 

（予習→講義→復習） 

《１問１答問題集の活用》 

基本知識→上乗せ知識 

       

・到達度テスト（８回） 

・実力完成答練（６回） 

・上級答練（６回） 

（リニューアル） 

・トレーニング 

（上級申込特典）  

 

演 習 

 

労基法 40条 

別表第１号から３号まで、第６号及び第７号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不

便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべ

からざる限度で、第 32 条から第 32条の５までの労働時間及び第 34 条の休憩に関する

規定について、厚生労働省令で別段の定め※をすることができる。ただし、この別段

の定めは、労働基準法で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害

しないものでなければならない。 

 

※ 例  

則 25条の２、1項→１週間の法定労働時間 44 時間  

則 31 条→一斉付与の例外（労使協定がなくても休憩を一斉に与えないことができる） 

 

労基法 60 条１項 

第 32 条の２から第 32 条の５まで（変形労働時間）、第 36 条（労使協定による時間

外及び休日労働）及び第 40 条（労働時間及び休憩の特例）の規定は、満 18 才に満

たない者については、これを適用しない。 
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② 優先順位をつけた学習(ハイレベルテキストの特色)                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 苦手科目の先行学習 

 

④ 横断的視点 

 

５．目的意識をもった学習 

（問題を解くプロセス）              （学習のプロセス） 

                                  

                                                  

 

 

                  

   

 

 

 

 

 

               

 

    

予習等でテキストを読む 

（文章読解力を高める） 
問題文を早く、正確に読み取る 

 

講義、復習で知識の定着＋問題演

習（過去問演習、到達度テスト等） 

直前期の答練で問題対応能力を

さらに高める 

問われているポイント（論点）を把握す

る。（知識＋考える力） 

解答を導く（応用力＋判断力） 

・条文にランク表示   

重要 ★★★ 

 ★★ 

 ★ 

 

 

・解説を重要度に応じて分類 

   重要度が高い項目 通常の解説（最優先事項には必修マーク） 

  POINT 

    

   やや細かい知識  《参考》 

 

   かなり細かい知識 巻末に《発展》として記載（リニューアル） 

 

・改正箇所には改正マーク 

 

・過去問表記（過去 10 年分）→１問１答問題集との連携 

 


